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令和８年２月１２日現在

【留意事項】

この資料は、令和８年２月１２日現在のものです。

今後、議会において予算案等が審議されるため、事業の内容等は今後変更される可能性があります。

予算案議決後、財政見通し等を付して、総合計画実施計画として整理し、改めて公表します。

予算説明書について

予算説明書の該当ページが記載されています。「ｰ」となっているものは、上下水道事業に関する企業会計で実施する事業、令和９年度

以降に実施する事業又は職員で実施する事業です。

「前倒し」に○がある事業は、国の補正予算を活用し予算の一部を令和７年度予算に前倒しして実施する事業です。

新継区分について

「新規」…令和８年度から新たに実施する事業です。

「拡充」…令和７年度以前からの継続事業ですが、事業内容を拡充する事業です。





基本政策１　安心・安全で快適に暮らせるまち

予算
説明書

前倒し
会計
区分

新継
区分

事業の内容

P375 - 一般 継続

防災危機管理課

P376 - 一般 継続

防災危機管理課

P376 - 一般 継続

防災危機管理課

P375 - 一般 継続

防災危機管理課

P305 - 一般 継続

建築住宅課

P370 - 一般 継続

警防救急課

P369 - 一般 拡充

中央消防署

P368 - 一般 継続

警防救急課

P368 - 一般 継続

消防総務課

自主防災組織活動促進事業

公的備蓄整備事業

地域防災計画策定事業

防災施設整備事業

耐震改修促進事業

消防車両整備事業

消防指令業務運用事業

消防団機械器具置場整備事業

消防資機材整備事業

事業の名称

　自主防災組織の活動を支援するため、資機材整備や防災訓練の実施、講演会の実施、研
修会への参加等の防災に要する経費の一部を補助します。

　能登半島地震を踏まえた防災対策の推進の一環として、災害時における生命維持のた
め、自助、共助で補いきれない食料品、生活必需品、消耗品や資機材等を公助の観点から
計画的に整備します。
　また、要配慮者や女性等多様性に配慮してこども用・大人用それぞれの紙おむつや生理
用品等の備蓄品、感染症対策としてプライベート空間確保のための災害用テントや衛生的
なトイレ等の資機材を整備します。

　防災力向上のため、関係法令等の改正に合わせ、地域防災計画の時点修正を行います。

　災害時の指定避難所、指定避難場所における被災者の安心・安全のため、防災施設や防
災備蓄倉庫を計画的に整備します。
　令和８年度は、生涯学習センターに災害用井戸、江戸川台小学校にマンホールトイレの
設置工事を行います。

　各種災害に対応するため、消防車両等更新基準に基づき、各消防署が運用する車両や備
品を新規・更新整備します。
　令和８年度は、北消防署の高規格救急車を２台整備します。

　住宅の耐震化の促進を図るため、平成１２年以前に建築された一戸建ての木造住宅に対
する耐震診断・耐震改修費及び昭和５６年以前に建築された分譲マンションに対する耐震
診断費の一部を補助します。
　また、地震災害によるコンクリートブロック塀等の倒壊による人的被害を防止するた
め、市内小学校の通学路沿いの危険なコンクリートブロック塀等の所有者に対し、除却費
の一部を補助します。

　隊員の安全を確保するため、消防資機材を整備するほか、保有している資機材の保守点
検整備を行います。
　また、市民の防災に対する啓発として、災害体験用ＶＲを整備します。

　消防指令業務の効率化や広域応援体制の円滑化を図るため、ちば北西部消防指令セン
ター（松戸市）の指令業務、Ｊアラート（予備機）及び消防救急無線の維持管理業務等を
行います。
　また、消防救急デジタル基地局無線装置（千葉県事業）の再整備を行うため、負担金を
支払います。

　地域防災力の充実を図るため、各消防団機械器具置場の改修を計画的に行います。
　令和８年度は、第６分団及び第１８分団機械器具置場の和式トイレを洋式トイレに改修
する工事を行います。
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予算
説明書

前倒し
会計
区分

新継
区分

事業の内容

P354 - 一般 継続

消防総務課

P367 - 一般 継続

予防課

P115 - 一般 継続

道路管理課

P124 - 一般 継続

コミュニティ課

P300 - 一般 継続

コミュニティ課

P119 - 一般 継続

コミュニティ課

P120 - 一般 継続

コミュニティ課

P121 - 一般 継続

コミュニティ課

P121 - 一般 継続

コミュニティ課

救急救命士養成事業

事業の名称

火災予防運動啓発事業

交通安全施設整備事業

安心安全支援事業

消費者情報提供事業

自治会活動助成事業

自治会館建設費補助事業

コミュニティホーム改修事業

市民活動推進事業

　火災による被害の軽減を図るため、住宅用火災警報器の設置促進や消防団による火災予
防の広報、出火の防止及び防火思想の普及啓発を行います。

　交通事故が多発している道路、その他緊急に交通の安全を確保するため、必要がある道
路に、道路照明や道路反射鏡（カーブミラー）等、交通安全施設を整備して環境の改善を
図ります。

　安心・安全な市民生活を推進するため、防犯カメラの設置・更新を行うほか、流山市民
安全パトロール隊や自主防犯パトロール隊の防犯活動を支援します。

　消費者被害の未然防止や救済を行うため、専門の相談員を配置し、相談対応及び情報提
供を行います。

　自治会の円滑な運営のため、活動の拠点となる自治会館の維持管理に要する経費の一部
に対し補助金を交付します。
　また、活動活性化に資する講座の開催等により活動を支援します。
　令和８年度は、５自治会で大規模修繕を行い、２自治会で空調設備を設置します。

　自治会の円滑な運営のため、活動の拠点となる自治会館の建設（新築・増築）に要する
経費の一部に対し補助金や貸付金を交付し、活動を支援します。
　令和８年度は、１自治会に補助金を交付します。

　地域住民が連帯感を持ち、快適で健全な生活環境のもとで健康的生活の向上を図るため
設置されているコミュニティホームの安心・安全で快適な施設環境を確保するため、第３
コミュニティホームの移転及び旧第３コミュニティホームの解体工事を行います。
　令和８年度　解体工事（旧第３コミュニティホーム）

　市民活動団体による公益的な活動を支援するため、活動・支援拠点である市民活動推進
センターの運営や各団体が行う公益事業に対し補助金を交付し、協働によるまちづくりを
推進します。

　救急現場等で活動する隊員の知識や技術の向上を図るため、指導救命士（※１）、救急
救命士（※２）及び救急隊員（※３）を養成します。
　また、救急救命士として就業するため、市内の病院と連携し、実習を行い、迅速かつ的
確に救命処置を行えるようにします。
※１　指導救命士：救急救命士や救急隊の育成指導を行う職員のこと。
※２　救急救命士：高度な救急技術を習得した職員のこと。
※３　救急隊員　：救急業務の基礎知識や技術を習得した職員のこと。
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基本政策２　生きがいを持って健康・長寿に暮らせるまち

予算
説明書

前倒し
会計
区分

新継
区分

事業の内容

P242 - 一般 継続

健康増進課

P240 - 一般 継続

こども家庭センター

P247 - 一般 継続

健康増進課

P248 - 一般 継続

健康増進課

P633 - 国保 継続

健康増進課

健康づくり支援事業

母子健康診査事業

予防接種事業

健康増進事業

特定健康診査等事業

事業の名称

　誰もが、生涯を通じ生き生きと自分らしく充実した人生を送る社会を実現するため、第
２次健康づくり支援計画（令和２～１１年度）に基づき、乳幼児期から高齢期までの全て
の市民を対象とした健康づくりを推進します。
　ヘルスアップ教室や健康づくり推進員活動、市民健康まつり、健康チェックコーナー等
を通じて、健康的な生活習慣を身につけるための機会の提供や健康情報の普及啓発、受動
喫煙防止等のたばこ対策、保育所や学校等と連携した食育の推進などを行います。

　母子の健康の保持増進を図るため母子保健法に基づき、乳児健康診査、３か月児・１歳
６か月児・３歳児健康診査を行います。
　令和２年度中より新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、集団健診から医療
機関で行う個別健診へ変更していた小児科診察を令和７年度から通常の集団健診での方法
に戻して実施しており、受診者の負担軽減を図ると共に引き続き健康診査受診後の継続支
援の体制を構築します。

　感染症による疾病の予防及び公衆衛生の向上を図るため、感染症の発生及び蔓延を予防
するための予防接種を行います。
　また、新たに定期予防接種となるＲＳウイルス感染症予防接種について、対象者への周
知と円滑に接種できる体制を構築します。
　さらに、５０歳から６４歳の方を対象に帯状疱疹ワクチン任意予防接種の費用助成を開
始します。

　健康に関する知識の向上、生活習慣の改善、疾病の早期発見・早期治療のため、健康増
進法に基づき、健康診査や各種がん検診を実施します。
　令和８年度からは受診しやすい体制づくりのために、これまでのセット検診の他に子宮
頸がん検診と乳がん検診超音波検査及び胃がん検診と肺がん検診のセット検診を新たに加
えます。
　また、若年層への自殺対策として、相談を受ける際に活用できるガイドブックや動画、
冊子、ポスターの啓発資材の作成等、引き続き様々な取組を実施します。
　さらに、各種検診受診や、自主的な健康づくりの意識づけを行うため、健康ポイント事
業を実施します。

　生活習慣病の早期発見と予防のため、国民健康保険被保険者を対象に、特定健康診査や
特定保健指導を実施します。
　特定保健指導については実施率向上を図るため、これまでの医療機関への委託に加え、
夜間休日にも対応可能な民間事業者への委託を新たに導入します。生活習慣病重症化予防
については、医療機関の受診が必要な方をＡＩにより抽出し、受診勧奨を行います。
　また、流山市国民健康保険第３期データヘルス計画及び第４期特定健康診査等実施計画
の中間評価を行い必要な見直しを行います。
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予算
説明書

前倒し
会計
区分

新継
区分

事業の内容

P251 - 一般 継続

健康増進課

P245 - 一般 継続

健康増進課

P245 - 一般 継続

健康増進課

P433 - 一般 継続

図書館

P436 - 一般 継続

図書館

P425 - 一般 継続

公民館

P428 - 一般 継続

公民館

P421 - 一般 継続

文化芸術・生涯学習課

P435 - 一般 新規

図書館

P419 - 一般 継続

文化芸術・生涯学習課

事業の名称

初石公民館施設整備改修事業

生涯学習センター整備充実事業

木の図書館改修事業

文化祭開催事業

医療体制整備・確保事業

健康危機管理整備事業

保健センター施設整備事業

図書館資料購入事業

子どもの読書活動推進事業

南流山センター施設整備改修事業

　流山市医師会・流山市歯科医師会・流山市薬剤師会の協力を得て、平日夜間・休日診療
所及び夜間小児救急における初期診療・応急処置（第１次救急）、市内３病院における第
２次救急等の医療提供体制の確保を行います。
　また、市内の病院等における看護師等を確保するため、病院内保育を運営する病院に対
し、費用の一部を補助するほか、看護学校等に在学中で、将来市内の病院等施設で看護師
等として働く意思のある方に対し、修学資金の貸付けを行います。

　災害や新型インフルエンザ等感染症等、市民の生命や健康を脅かす健康危機が発生した
場合に備えるため、県や関係機関との連携・協力のもと、健康危機管理体制を整えます。
　災害発生時に備えるため、災害医療対策会議を開催し、救護所の開設や情報伝達訓練等
を実施します。
　また、救護所用の医療資器材や医薬品の備蓄を行う等、医療救護体制を整備します。

　安心・安全で快適な施設環境を確保するため、保健センターの改修工事を行います。
　令和８年度は、保健センター庁舎の分電盤改修工事を行います。

　多様な読書及び情報ニーズに応えるため、図書を始め電子書籍、雑誌、新聞、視聴覚資
料（ＣＤ 、ＤＶＤ、紙芝居）等、必要な資料を購入します。

　こどもたちが幼い頃から本に親しめる環境整備を支援するため、「第２次流山市子ども
の読書活動推進計画」に基づくブックスタート関連事業として市内子育て関連施設に絵本
のブックセットを設置します。
　また、こどもの読書活動を推進するための講座を開催します。

　安心・安全で快適な施設環境を確保するため、南流山センターの改修工事を行います。
　令和８年度は、受変電設備の更新工事を行います。

　安心・安全で快適な施設環境を確保するため、初石公民館の改修工事を行います。
　令和８年度は、受変電設備の更新工事を行います。

　安心・安全で快適な施設環境を確保するため、生涯学習センターの改修工事を行いま
す。
　令和８年度は、全館トイレの和便器を洋式化、非常用発電機の更新、多目的ホールの改
修工事のための設計業務委託、消火器の更新を行います。

　安心・安全で快適な施設環境を確保するため、木の図書館の改修工事を行います。
　令和８年度は、緑化帯のあるひさしを改修する工事、中水ポンプの更新工事を行いま
す。

　市民主体の文化芸術活動を促進するため、市内の文化芸術団体の発表の場であり、市内
の代表的な文化の祭典として、流山市文化祭実行委員会が開催する文化祭の事業費の一部
を補助します。
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予算
説明書

前倒し
会計
区分

新継
区分

事業の内容

P441 - 一般 継続

博物館

P448 - 一般 継続

博物館

P457 - 一般 継続

スポーツ振興課

P460 - 一般 継続

スポーツ振興課

事業の名称

一茶双樹記念館及び杜のアトリエ黎明改修事業

スポーツ講習会・大会開催事業

体育施設改修・整備事業

文化財保護推進事業

　利用者に安心・安全な生涯学習施設を提供するため、一茶双樹記念館及び杜のアトリエ
黎明の改修工事を行います。
　令和８年度は、経年により老朽化した一茶双樹記念館の表門や裏門、塀、光悦寺垣の部
分補修工事を行います。

　令和６年７月に認定された流山市文化財保存活用地域計画に則り、市内の文化財指定・
登録を進めていきます。
　また、地域文化財の保存と活用を図っていきます。

　競技スポーツやレクリエーション活動の場を提供するため、市民スポーツ大会や流山
ロードレース大会、スポーツフェスタ等を開催します。
　また、ジュニア期の指導に関わる指導者向けの講習会を実施し、こどもたちの安心・安
全なスポーツ環境を整えます。

　安心・安全で快適な施設環境を確保するため、スポーツ施設の改修工事を行います。
　令和８年度は、コミュニティプラザの駐車場舗装改修工事やおおたかの森スポーツ
フィールドにパーゴラ（日除け施設）を設置する工事を行います。
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基本政策３　良質な住環境のなかで暮らせるまち

予算
説明書

前倒し
会計
区分

新継
区分

事業の内容

P338 - 一般 継続

みどりの課

P341 - 一般 継続

みどりの課

P339 - 一般 継続

みどりの課

P339 - 一般 継続

みどりの課

P255 - 一般 継続

環境政策課

P332 - 一般 継続

まちづくり推進課

P330 - 一般 継続

まちづくり推進課

P324 - 一般 継続

都市計画課

運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理負担事業

南流山駅周辺市街地再整備事業

都市計画見直し事業

みどりを支える人づくり事業

良質なみどりの拠点保全事業

新たな賑わい空間創出事業

安心安全な公園づくり事業

生物多様性地域戦略推進事業

　南流山駅周辺のまちなみづくりのため、駅前広場の再整備について、令和７年度策定し
た基本計画をもとに基本設計を行います。

　「住み続ける価値の高いまち」を実現させるため、都市計画で敷地面積の最低限度を定
めることで、敷地の細分化を抑制し将来にわたり良質な居住環境を確保します。
　令和８年度は、制度設計及び素案の作成等を行います。

　公園利用者に安全で快適な場を確保し、利便性の向上を図るため、既存公園の遊具を始
めとした公園施設の安全点検・補修・更新を行います。
　令和８年度は、南流山６号公園と平和台１号公園でトイレの改修を行います。
　また、既成市街地の各公園で施設更新を行います。

事業の名称

　都市環境の向上や市民の生活感の向上を図るため、樹林の保全や保存に向けた取組を進
めます。

　みどりを守り、育てる人材を育成するため、ボランティア育成や緑化に係る各種講習会
を実施し、本市の魅力づくりに市民と協働で取り組みます。

　まちなかに憩い安らげる空間を確保するため、つくばエクスプレス沿線の土地区画整理
事業の進捗に合わせて、都市施設として必要な公園施設を整備します。
　令和８年度は、総合運動公園においてインクルーシブ遊具設置工事やサイン設置工事を
行います。

　生物多様性に対する理解を深めるため、令和８年３月改定の生物多様性ながれやま戦略
（第三期）に基づき、小中学生や保育園児等が参加して行う植樹や各拠点のモニタリング
調査、市野谷の森探検、生物多様性シンポジウム等の自然体験イベント、市の鳥に関する
事業等を実施し、市民への生物多様性に関する啓発を行います。

　事業の促進を図るため、県との費用負担協定に基づき、運動公園周辺地区一体型特定土
地区画整理事業に係る対象額の２分の１を負担します。
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予算
説明書

前倒し
会計
区分

新継
区分

事業の内容

P329 ○ 一般 継続

まちづくり推進課

P332 - 一般 継続

まちづくり推進課

P324 - 一般 継続

都市計画課

P324 - 一般 継続

都市計画課

P334 - 一般 継続

道路建設課

P335 - 一般 継続

道路建設課

P313 - 一般 継続

道路建設課

景観形成推進事業

広告物等推進事業

都市計画道路３・４・９号南流山名都借線道路改良事業

都市計画道路３・２・２５号下花輪駒木線道路改良事業

名都借跨線橋道路拡幅改良事業

江戸川台駅東口周辺地区再整備事業

流山おおたかの森駅周辺まちなみづくり事業

事業の名称

　江戸川台駅東口周辺地区について、「ここに居たい、ここに来たい」と感じられる場づ
くりのため、駅前広場・ジェトロ跡地・商店街通りを核とした再整備を行います。
　駅前広場は駅利用に合った広場の改修を令和１０年度の供用開始に向けて、ジェトロ跡
地は公民連携により周辺公共施設の集約と賑わいの核となる施設整備を令和９年度の供用
開始に向けて、商店街通りは地元との合意形成を図りながら道路整備を令和８年度の供用
開始に向けて、それぞれ実施していきます。
　令和８年度　　駅前広場の用地取得及び整備工事
　　　　　　　　ジェトロ跡地施設設計及び整備工事(民間整備)
　　　　　　　　商店街道路工事
　　　　　　　　北部地域包括支援センター跡地駐車場設計　等
　令和９年度　　駅前広場整備工事
　　　　　　　　ジェトロ跡地施設整備工事(民間整備)
　　　　　　　　北部地域包括支援センター跡地駐車場整備工事　等
　令和１０年度　駅前広場整備工事
　　　　　　　　北部地域包括支援センター跡地駐車場整備工事　等

　流山おおたかの森駅周辺の西口・南口を繋ぐセンター地区道路において、歩行者の安全
確保を図るため、車両の通行を抑制するとともに、まちの回遊性を創出する空間整備を行
います。
　令和８年度　２工区整備（市道４０１３７号）

　緊急時の大型車両の通行や歩行者及び自転車の安全な通行を確保するとともに、周辺地
区における通行の円滑化を図るため、名都借跨線橋を含む当該路線延長３２５ｍ区間にお
いて、令和９年度の供用開始を目指し、車両の相互通行が可能となるよう道路拡幅改良工
事を行います。
　令和８年度　　ＪＲ施行委託、付帯工事　等
　令和９年度　　ＪＲ施行委託、付帯工事　等
  令和１０年度　家屋調査　等

　本市の良好な景観を形成するため「流山市景観計画」に基づき、指導・誘導及び啓発を
行います。

　良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害防止のため、広告物等について適正
な規制と啓発を行います。

　歩行者の安全を確保するとともに、南流山地区と東部地区を結ぶ交通の円滑化及び骨格
となる道路交通網の充実を図るため、隣接する区画整理事業の進捗に合わせて道路整備を
行います。
　令和８年度　道路改良工事

　つくばエクスプレス沿線整備地区のまちづくりを支援するため、県が広域的な幹線道路
を整備する費用の一部を負担します。
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予算
説明書

前倒し
会計
区分

新継
区分

事業の内容

P315 - 一般 継続

道路建設課

P314 - 一般 継続

道路建設課

- - 一般 継続

道路建設課

P334 - 一般 新規

道路建設課

P311 - 一般 継続

道路管理課

P316 ○ 一般 継続

道路管理課

- - 下水 継続

下水道建設課

P321 - 一般 継続

河川課

P320 - 一般 継続

河川課

橋りょう補修事業

地区内雨水整備事業

雨水排水施設整備事業

河川等維持補修事業

道路維持補修事業

区画道路改良事業

東小学校前通学路道路拡幅整備事業

都市計画道路３・４・８号美田駒木線道路改良事業

都市計画道路３・４・１１号野々下思井線道路改良事業

事業の名称

　市内にある狭隘道路における地域住民の通行の安全及び生活環境の向上に寄与するた
め、道路の拡幅や歩道整備及び新設等の改良を行います。
　令和８年度　用地取得、詳細設計（大字中野久木）
　　　　　　　道路整備工事（西深井小、西平井）　等

　東小学校の通学路として安全を確保するため、歩道幅員を拡幅し、歩行者の通行に配慮
した道路を整備します。
  令和８年度　用地取得
　令和９年度　道路改良工事

　歩行者の安全を確保するとともに、美田地区と駒木地区を結ぶ交通の円滑化及び骨格と
なる道路交通網の充実を図るため、道路を整備します。
　令和８年度　公共下水道（雨水）整備工事
　令和９年度　道路整備工事

　野々下地区と思井地区を結ぶ都市計画道路について、八木南小学校の通学路への通過交
通の流入を抑制し、通学児童の安全を確保するとともに、骨格となる道路交通網を充実さ
せるため、隣接する土地区画整理事業の進捗に合わせ道路を整備します。
　令和８年度　道路予備設計
　令和９年度　路線測量

　河川及び関連施設管理のため、適切な排水機能を維持できるように補修工事及び修繕工
事を行います。

　道路使用者の安全性を高めるため、道路や道路附属施設を適切に管理し、健全な道路環
境を保全します。

　耐久性を延ばし、修繕費の削減を図りつつ、通行の安全を確保するため、市が管理する
橋りょうの維持修繕及び適正管理を行います。

　土地区画整理事業施行者の県と事業進捗を図るため、運動公園周辺地区一体型特定土地
区画整理事業の造成計画の推進状況に合わせ、雨水管を整備します。

　浸水被害防止のため、雨水排水施設を整備します。
　令和８年度　　舗装復旧工事（長崎、江戸川台西）
　　　　　　　　排水整備工事（東深井、駒木）等
　令和９年度　　舗装復旧工事（東深井、駒木）等
　　　　　　　　排水整備工事（西初石）等
　令和１０年度　舗装復旧工事（西初石）等
　　　　　　　　排水整備工事箇所未定

8/24



予算
説明書

前倒し
会計
区分

新継
区分

事業の内容

P319 - 一般 継続

河川課

- - 水道 継続

水道工務課

- ○ 水道 継続

水道工務課

- - 水道 継続

水道工務課

- - 水道 継続

経営業務課

- - 水道 継続

水道工務課

- - 下水 継続

下水道建設課

- - 下水 継続

下水道建設課

- - 下水 継続

下水道建設課

- - 下水 継続

下水道建設課

- - 下水 継続

下水道建設課

水路等浚渫事業

ＴＸ沿線整備地区配水管拡張事業

老朽配水管等耐震化事業

主要配水管等耐震化事業

上下水道料金徴収等業務委託事業

事業の名称

浄水場中央監視システム更新事業

地区内汚水整備事業

江戸川左岸流域関連公共下水道整備事業

手賀沼流域関連公共下水道整備事業

浄化槽設置事業

ストックマネジメント事業

　効率的な上下水道事業の経営を行うため、水道料金及び下水道使用料の徴収に係る水道
メーターの検針から料金の収納に至る一連の業務を、包括的に民間事業者に委託します。

　市民への安全な水の安定供給を継続して行うため、おおたかの森浄水場の中央監視室
で、他３か所（江戸川台・西平井・東部）の浄水場を遠隔で監視制御している中央監視シ
ステムの更新工事を行います。

　土地区画整理事業と下水道事業の事業進捗を図るため、運動公園周辺地区一体型特定土
地区画整理事業の進捗に合わせ、汚水管を整備します。

　既成市街地における良好な生活環境を提供するため、長崎及び前ケ崎地先の下水道を整
備します。

　既成市街地における良好な生活環境を提供するため美田地先の下水道を整備します。

　市民への安全な水の安定供給を継続して行うため、つくばエクスプレス沿線の土地区画
整理事業に係る配水管を拡張します。

　市民への安全な水の安定供給を継続して行うため、老朽化した配水管等を耐震管へ計画
的に更新します。

　市民への安全な水の安定供給を継続して行うため、主要な配水管等を耐震管へ計画的に
更新します。
　令和８年度は、南部地域主要配水管の改良工事を行います。

　浸水被害防止のため、準用河川及び水路等に自然堆積する土砂等を浚渫及び処分を行い
ます。
　水路等の浚渫・汚泥処分業務委託（単価契約）
　新川承水路浚渫・汚泥処分委託（緊急浚渫促進事業）
　準用河川八木川堆積土砂撤去工事（緊急浚渫促進事業） 等

　利根運河等の水質改善を図るため、浄化槽計画区域で行う合併処理浄化槽の設置費用の
一部を補助します。

　安心・安全な下水道サービスを提供するため、若葉台及び美田地先の下水道管路施設の
改築を行います。
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予算
説明書

前倒し
会計
区分

新継
区分

事業の内容

- - 一般 継続

まちづくり推進課

P327 - 一般 継続

まちづくり推進課

P327 - 一般 継続

まちづくり推進課

P327 - 一般 継続

まちづくり推進課

P326 - 一般 継続

まちづくり推進課

P328 ○ 一般 継続

まちづくり推進課

- - 一般 継続

まちづくり推進課

P344 - 一般 継続

建築住宅課

- - 一般 継続

建築住宅課

シェアサイクル事業

市営住宅整備事業

空き家対策事業

ＴＸ東京駅延伸促進事業

初石駅施設整備事業

鉄道設備整備補助事業

ぐりーんバス運行事業

地域公共交通活性化事業

自転車ネットワーク整備事業

事業の名称

　交通利便性を向上させるため、民間バス路線の運行が困難かつ需要の見込める地域にお
ける交通手段確保を目的として、駅と周辺住宅地を結ぶコミュニティバスを運行します。

　地域公共交通を維持・確保するため、地域公共交通の現状・問題点、課題の整理を踏ま
えて、地域にとって望ましい公共交通網のすがたを明らかにするとともに、妊産婦が通院
や健診等でタクシーを利用する際の費用の一部の助成、高齢者免許返納一時金制度、デマ
ンドタクシーの導入等、まちづくりと連携した面的な公共交通ネットワークを整備しま
す。
　令和８年度は、流山本町でグリーンスローモビリティを運行できるよう整備します。

　自転車及び歩行者の安全性、快適性、利便性の向上を図るため、自転車ネットワーク計
画に基づき、公共施設及び鉄道駅等を結ぶ都市計画道路を中心に自転車通行空間を整備し
ます。

　市内の回遊性や近隣市域との往来の利便性向上を図るため、公共施設にシェアサイクル
ステーションを設置します。

　安全で快適な市営住宅を長期間にわたって維持するため、流山市公営住宅等長寿命化計
画に基づき適切に改修や改善を行い、長寿命化によるライフサイクルコストの縮減を図り
ます。
　令和８年度は、大橋団地１号棟屋上の防水改修工事及び柳田団地増圧給水ポンプの更新
工事を行います。

　利用者の更なる安全確保及び利便性向上を図るため、つくばエクスプレスの車両編成８
両化・東京駅延伸の早期実現について、首都圏新都市鉄道株式会社へ要望します。

　東武野田線初石駅の利便性を向上させるため、西口駅前広場の将来計画について、東武
鉄道株式会社と協議を継続します。

　流鉄の輸送安定及び踏切等通行者の安全を確保するため、法令に基づく保安設備等の整
備に係る費用の一部を補助します。

　適正に管理されていない空家の解消を推進するため、法律や条例に基づき、所有者に対
し指導・助言・勧告などの必要な措置を講じるとともに、空家対策を効果的に行うため、
住生活基本計画及び空家等対策計画に沿って取り組みます。
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予算
説明書

前倒し
会計
区分

新継
区分

事業の内容

P255 - 一般 継続

環境政策課

P256 - 一般 拡充

環境政策課

P258 - 一般 継続

環境政策課

P271 - 一般 継続

クリーンセンター

P269 - 一般 継続

クリーンセンター

P273 - 一般 継続

クリーンセンター

P277 - 一般 継続

クリーンセンター

地球温暖化対策事業

脱炭素重点対策事業

路上喫煙の防止及びまちをきれいにする事業

リサイクル推進事業

ごみ焼却施設整備事業

森のまちエコセンター施設整備事業

ごみ収集事業

事業の名称

　市域の脱炭素を推進するため、ゼロカーボンシティ（※）として、地球温暖化対策実行
計画に基づき、太陽光発電設備や蓄電池等への補助、市民環境講座や緑のカーテンによる
啓発等を行います。
　令和８年度は、姉妹都市の長野県信濃町との森林整備に関する協定に基づき、森林整備
費用の一部を負担することで同町でのＣＯ２吸収量を本市の排出量と相殺（カーボンオフ
セット）します。
※　２０５０年に二酸化炭素排出量を実質ゼロにすることを表明した自治体のこと。

　地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（重点対策加速化事業）を活用し、令和７年度から
令和１１年度までの５か年を実施期間とし、地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の達
成に向け、民生部門の創エネ、省エネを推進します。
　また、レジリエンス施策と合わせ脱炭素事業を推進することが求められていることか
ら、発災時の個人住宅や事業者の電力確保、強靭化、ＥＶ確保等に関し補助します。
　令和８年度は、太陽光発電設備、蓄電池の導入補助等に加え、既存住宅の断熱改修、太
陽熱利用設備、ＥＶカーシェアに対し補助します。

　路上喫煙等を防止し環境美化を推進するため、「流山市路上喫煙の防止及びまちをきれ
いにする条例」に基づき、重点区域のパトロール、クリーンボランティアによる地域清掃
を行います。

　資源物の有効利用の促進とごみの減量化を図るため、集団回収を実施するリサイクル団
体の活動を支援するほか、ごみ減量化促進ポスターコンクール及び各種講座等を開催しま
す。
　また、生ごみ肥料化処理器購入者に対し費用の一部を補助します。

　良好な生活環境を維持するため、市内各家庭から排出された燃やすごみ、燃やさないご
み、粗大ごみ等の一般廃棄物を衛生的かつ迅速に収集します。
　また、家庭ごみ及び事業系廃棄物の正しい分別・排出方法の周知啓発等を通じ、市の一
般廃棄物の減量・資源化や適正処理を促進します。

　ごみ焼却施設の安全操業、適正な廃棄物処理を実施するため、定期的に設備を点検・整
備します。

　森のまちエコセンターの安全操業、適正な廃棄物処理を実施するため、定期的に設備を
点検・整備するとともに、今後の点検・整備のための基本設計を実施します。
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基本政策４　賑わいと魅力のあるまち

予算
説明書

前倒し
会計
区分

新継
区分

事業の内容

P290 - 一般 継続

商工振興課

P292 - 一般 継続

商工振興課

P293 - 一般 継続

商工振興課

P279 - 一般 継続

商工振興課

P293 - 一般 継続

商工振興課

P280 - 一般 継続

商工振興課

P286 - 一般 継続

農業振興課

P286 - 一般 継続

農業振興課

P285 - 一般 継続

農業振興課

P286 - 一般 継続

農業振興課

P299 - 一般 継続

流山本町・利根運河ツーリズム推進課

企業立地促進事業

中小企業人材確保支援事業

小規模事業者持続化促進事業

就職支援セミナー企画運営事業

認定農業者支援事業

農業振興資金融資及び利子補給事業

エコ農業推進事業

市民農園事業

流山版ＤＭＯ推進事業

創業支援事業

中小企業資金融資事業

事業の名称

　市内中小企業者が事業発展と維持に必要な資金を円滑に調達できるよう、金融機関を通
じた資金融資の実施及び市の制度融資利用者に対し融資利息の一部を補助します。

　創業を支援するため、女性向け創業スクールを開催するほか、創業に関する個別相談窓
口を設置します。

　市の産業振興、地域経済の活性化及び働き手にとって魅力のある職場の選択肢の拡充を
図るとともに、将来的な財源を確保するため、企業等の立地を促進します。

　エネルギー価格や材料費の高騰等、社会・経済情勢が激しく変化する中、持続的な経営
に向け販路拡大や生産性向上を目指す小規模事業者の取組を促進するため、対象経費の一
部を補助します。

　求職者が自信をもって円滑に就職活動ができ、就労に結び付けるため、就職支援セミ
ナー、就職・就労個別相談や就職氷河期世代向けのＰＣスキルアップ講座を実施し、就労
に至るまでワンストップ型の伴走支援を行います。

　生産規模の拡大及び効率化を図るため、本市の農業の中心的な役割を担っている認定農
業者が購入する環境配慮型農業資材の費用の一部を補助します。

　都市農業の安定的な継続ができるよう効率的な農業経営の拡大を図るため、農業後継者
や新たに農業を営む者等に、融資機関を通じて農業振興資金を貸し付け、当該資金に対す
る利子の一部を補給します。

　消費者ニーズに合わせた農業を推進するため、農薬や化学肥料の使用量を減らすなど環
境に配慮したやさしい野菜の生産を推進します。

　農地の遊休化、荒廃化を防止するため、遊休農地等を土地所有者から借上げ、市民農園
として市民が農作業を実施する場、家族や市民相互のふれあいの場として有償提供すると
ともに、更なる遊休農地の有効活用を図ります。

　観光地域づくりの舵取り役として官民連携により設立された法人である流山版ＤＭＯ
（株式会社流山ツーリズムデザイン）の活動を支援し、流山本町及び利根運河両地域の
ツーリズムを推進します。

　市内中小企業者の継続的な事業活動を推進するため、従業員の確保を目的とした求人に
対する取組に対して経費の一部を補助します。
　また、多様な人材が活躍できる職場づくりを推進するため、多様な人材の採用・定着を
目的とした設備などの整備費用等の一部を補助します。

12/24



予算
説明書

前倒し
会計
区分

新継
区分

事業の内容

P297 - 一般 継続

流山本町・利根運河ツーリズム推進課

P298 - 一般 継続

流山本町・利根運河ツーリズム推進課

流山本町・利根運河ツーリズム推進事業

外国人観光客誘致促進事業

事業の名称

　流山本町及び利根運河両地域の地域資源を活用し、両地域へ外国人観光客を誘致するた
めのプロモーションを行います。
　また、ＪＥＴプログラムに基づく国際交流員（ＣＩＲ）を任用し、ＳＮＳを活用した外
国人目線での情報発信を行うとともに、店舗等と協力し、外国人向けのモニターツアー等
を実施します。

　来訪者の増加を図るため、流山本町及び利根運河両地域の歴史的建造物を活用し、飲食
店やギャラリー、観光情報の発信等を行う拠点を創出します。
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基本政策５　誰もが自分らしく暮らせるまち

予算
説明書

前倒し
会計
区分

新継
区分

事業の内容

P172 - 一般 継続

高齢者支援課

P172 - 一般 継続

高齢者支援課

P172 - 一般 継続

高齢者支援課

P174 - 一般 継続

高齢者支援課

P173 - 一般 継続

高齢者支援課

P575 - 介護 継続

介護支援課

P178 - 一般 継続

高齢者支援課

P581 - 介護 継続

高齢者支援課

在宅高齢者介護予防・生活支援事業

ひとり暮らし高齢者緊急通報装置給付事業

在宅医療介護連携推進事業

地域包括支援センター委託事業

成年後見申立事業

敬老バス支援事業

高齢者ふれあいの家支援事業

高齢者の交通機関利用支援事業

事業の名称

　医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしが
できるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するため、医療機関と介護事業所等の関係者
の連携を推進します。

　介護保険の被保険者が要介護状態となることを予防するため、心身の状況や環境等に応
じ、包括的な援助や福祉の増進を図るための包括的支援事業を実施し、地域住民の健康の
維持及び生活の安定のための援助を行う地域包括支援センターの事業運営を委託します。

　認知症等で判断能力が不十分であり成年後見制度の利用が必要な高齢者で、申立てをす
る親族がいない等の理由により申立てが困難な場合に、本人の権利を擁護するため、市長
が申立てを行うことで制度の利用に繋げます。
　また、成年後見制度の利用促進を図るため、後見人等への報酬支払いが困難な高齢者に
対し報酬費用を助成します。

　健康で生きがいのある生活を促進するため、高齢者団体に市が大型バスを貸出し、高齢
者相互の親睦やレクリエーション活動等を支援します。

　高齢者の生きがい推進に寄与するため、地域資源を活用して空き家になっている民家等
を借り上げ、高齢者同士又はこどもとの多世代でふれあう場所を提供する団体、個人に対
して謝礼金及び開設準備金を支給します。

　流山ぐりーんバスの利用促進と高齢者の外出の機会を確保するため、７５歳以上の市民
を対象に流山ぐりーんバスの乗車運賃の割引を行います。

　住み慣れた地域で末永く安心した生活を送るため、公共交通機関の利用が困難なひとり
暮らしの高齢者等に対して、自宅の玄関から病院等の利用施設までの移動及び乗降を介助
する支援を行います。
　また、理美容店へ出向くことが困難な高齢者に対する訪問による理美容サービスの提供
や、高齢期の生活向上のために、補聴器が必要な高齢者に対する補聴器購入費用の一部助
成を行います。

　ひとり暮らし高齢者の急病や緊急時に通報手段を確保できないケースに対応するため、
発作を生じる持病歴のある６５歳以上のひとり暮らし高齢者に対して装置を給付し、緊急
時の通報手段として活用する「消防署対応方式」と介護認定等を受けた７５歳以上のひと
り暮らし高齢者に対して装置を貸与し、緊急時の通報手段及び日常生活のサポートとして
活用する「民間事業者対応方式」の２つの緊急通報システムによって緊急時の連絡手段を
確保します。
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予算
説明書

前倒し
会計
区分

新継
区分

事業の内容

P549 - 介護 継続

介護支援課

- - 介護 継続

介護支援課

P573 - 介護 継続

高齢者支援課

P577 - 介護 継続

介護支援課

P165 - 一般 継続

障害者支援課

P228 - 一般 継続

児童発達支援センター

P204 - 一般 継続

障害者支援課

P166 - 一般 継続

障害者支援課

P230 - 一般 継続

児童発達支援センター

P230 - 一般 継続

児童発達支援センター

障害者自立支援給付事業

つばさ学園療育相談事業

障害児通所支援事業

障害者グループホーム等運営費補助事業

つばさ学園施設整備事業

児童デイつばさ施設整備事業

介護人材確保支援事業

特別養護老人ホーム整備支援事業

高齢者介護予防普及啓発事業

認知症施策推進事業

事業の名称

　特別養護老人ホームの入所待機者の解消のため、高齢者支援計画に基づき、民間の施設
整備を支援します。

　介護予防に向けた取組が主体的に実施されるような地域社会の構築を目指すため、介護
予防教室を実施します。
　また、ながいき１００歳体操、かみかみ１００歳体操及びしゃきしゃき１００歳体操の
動画の活用や、介護予防に関するパンフレットを作成し、普及啓発を行います。

　認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けていくことができるようにする
ため、認知症に関する普及啓発を行います。
　また、認知症の疑いのある方や認知症の方等へ早期に対応できるよう相談支援体制の充
実を図ります。

　介護サービス利用者からのハラスメント対策として、複数人訪問を行った際の費用の一
部を助成する事業を行い就労環境の整備を行います。
　また、介護人材確保を目的とし、「合同就職相談会」と「地域住民への介護理解促進事
業」を組み合わせた「介護の仕事フェア」の開催や市単独事業として、市内介護保険事業
所で就労している介護支援専門員や介護福祉士の資格を有する介護職員等の処遇改善を行
うほか、介護福祉士の資格を取得して市内の介護施設等に勤務しようとする介護福祉士養
成施設等の在学者へ修学資金の貸付けを行います。

　障害者等が自立した日常生活及び社会生活を送るため、居宅介護（ホームヘルプ）、施
設入所、就労支援等の障害福祉サービス、補装具費及び自立支援医療費を給付します。

　心身の成長や発達に心配のある乳幼児及び児童に対し、社会的な自立と地域生活に向け
た相談、面接、診察、検査など専門的かつ総合的な支援を行います。

　障害児の適切な療育を促し、保護者が安心して子育てできる地域づくりの推進を図るた
め、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援等の障害児通所支援サービ
スを提供します。

　入居者の自立と社会参加の促進を図るため、小規模なグループホームの運営費の一部を
補助し、経営の安定化を図ります。

　つばさ学園の安心・安全な施設環境を確保するため、医療的ケア児や乳幼児等の要配慮
児が利用するシャワー室及び医務室を整備します。

　児童デイつばさの安心・安全な施設環境を確保するため、乳幼児及びその家族が使用す
る調乳室に流し台を設置します。
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予算
説明書

前倒し
会計
区分

新継
区分

事業の内容

P167 - 一般 拡充

障害者支援課

P164 - 一般 継続

障害者支援課

P184 - 一般 継続

社会福祉課

P155 - 一般 拡充

社会福祉課

P160 - 一般 継続

福祉政策課

P159 - 一般 継続

福祉政策課

P160 - 一般 継続

社会福祉課

P234 - 一般 継続

社会福祉課

民生委員児童委員活動推進事業

地域支え合い活動推進事業

重層的支援体制整備事業

生活困窮者自立支援事業

生活保護法等に基づく扶助事業

障害者地域生活支援事業

障害者成年後見申立事業

福祉会館整備事業

事業の名称

　高齢、障害、こども、生活困窮といった分野別の支援体制では対応しきれないような住
民の複合化・複雑化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、引き続
き多機関協働事業、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業、参加支援事業を実施しま
す。

　生活困窮者の自立のため、総合的な相談に基づき、住まいの確保や就労支援等を行いま
す。

　障害者等が地域で自立した生活を送るため、手話等による意思疎通支援、日常生活用具
の給付、訪問入浴サービス等による支援を行います。
  令和８年度からは、訪問看護を利用して医療的ケア児の家族のレスパイト（※）時間を
確保する事業及び重度障害者が就労する際に介護の提供を行います。
※　在宅で介護をする家族などの介助者を一時的に介護から解放することによって休息等
　をとれるようにすること。

　認知症、知的障害、精神障害等により物事を判断する能力が不十分であり、成年後見人
制度の利用が必要で、後見人等への報酬支払が困難な障害者の権利擁護等のため、後見人
等への報酬の助成を行い、成年後見人制度の利用促進を図ります。

　安心・安全で快適な施設環境を確保するため、福祉会館の改修工事を行います。
　令和８年度は、駒木台福祉会館の大広間建具改修工事を行います。

　民生委員・児童委員の活動費を支給するほか、令和８年度から新たに民生委員・児童委
員全員にタブレットを配布し、負担の軽減を図ります。
　また、平日の日中の会議をリモートでも参加できるようにするとともに、動画をアーカ
イブに残し後日視聴できるようにし、仕事をしながらでも民生委員活動ができる環境を構
築することで、なり手不足の解消に繋げます。

　孤立死防止と災害時の支援のため、地域における日常からの支え合いや見守りを推進し
ます。
　また、引き続き災害時の避難支援等の支え合いの地域社会づくりを推進するため、避難
行動要支援者に対する個別避難計画を作成します。

　生活に困窮している市民に、その困窮の程度に応じた必要な保護を行い、その最低限度
の生活を保障するため、生活保護受給者に対して適正に各種扶助（生活・教育・住宅・医
療・介護・出産・生業・葬祭）を行います。
　また、生活保護受給者の自立の助長を図るため、就労支援を始めとする自立支援プログ
ラムの充実やハローワークとの連携により、生活保護受給者の経済的自立を支援します。
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予算
説明書

前倒し
会計
区分

新継
区分

事業の内容

P233 - 一般 継続

社会福祉課

P157 - 一般 拡充

社会福祉課

P110 - 一般 継続

企画政策課

P111 - 一般 継続

企画政策課

P109 - 一般 拡充

企画政策課

平和施策事業

被保護者健康管理支援事業

低所得世帯省エネエアコン購入支援事業

男女共同参画社会づくり事業

多文化共生推進事業

事業の名称

　男女共同参画や多様性を尊重する社会の実現を目指し、第５次男女共同参画プランに基
づき、各種講座及び研修並びに女性の生き方相談業務を行います。

　多文化共生社会の実現のため、在住外国人の相談窓口を設置するほか、多言語での情報
発信など在住外国人が安心して暮らせる環境づくりを行います。
　また、多文化共生意識の向上を図るため、講座や交流等を通じた普及啓発を行います。

　物価高騰の影響を大きく受け、省エネ家電等の購入が難しい低所得世帯及び生活保護を
受給している世帯に対して、熱中症等の事故を未然に防ぎ、高騰している電気料金の負担
軽減等生活支援を図るため、エアコン購入費、設置費及び撤去費を助成します。

　生活保護受給者の健康管理を支援するため、生活保護法に基づき、生活保護受給者に対
して経済的自立のみならず医療と生活の両面から支援します。
　生活保護受給者の生活習慣病等の予防や重症化を予防するため、レセプトデータを活用
し、分析することで健康課題を整理するとともに個別支援計画を策定し、対象者への保健
指導及び生活支援を個別に行います。

　次世代に平和への思いをつなぐため、平和都市宣言に基づき、平和大使の広島派遣、平
和ポスター展、ユニセフ平和教室等の事業を行います。
　応募者が増加している平和大使については、募集人員の増員を図り、より多くの児童に
平和学習の機会を提供します。
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基本政策６　子どもをみんなで育むまち

予算
説明書

前倒し
会計
区分

新継
区分

事業の内容

P202 - 一般 継続

こども未来課

P198 - 一般 継続

こども未来課

P201 - 一般 継続

こども未来課

P415 - 一般 継続

保育課

P237 - 一般 継続

こども家庭センター

P198 - 一般 新規

保育課

P194 - 一般 継続

保育課

P219 - 一般 継続

保育課

P218 - 一般 継続

保育課

地域子育て支援拠点事業

ファミリーサポートセンター支援事業

こども計画推進事業

私立幼稚園子育てのための施設等利用給付事業

妊娠・出産・子育てサポート事業

乳児等通園支援事業

送迎保育ステーション事業

病児保育事業

事業の名称

保育所改修事業

　全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するため、月一定時間ま
での利用枠で、就労要件を問わず、時間単位で柔軟に利用できる給付制度を開始します。

　保育需要の地域的偏在等により異なる保育所の入所者数の均衡を図るとともに、待機児
童の解消及びこどもの送迎に係る保護者の負担軽減を図るため、流山おおたかの森駅前と
南流山駅前の２か所の送迎保育ステーションから市内全域の保育所へこどもを送迎しま
す。

　安心して子育てを行うことができる環境を整備し、こどもの福祉の向上を図るため、保
護者の就労等により、家庭における保育が困難なこどもを対象として、当該こどもが病気
中・病気回復期のため集団保育が困難な期間に、市内３か所の保育園で一時的な預かり
（病児対応型・病後児対応型）を行います。

　安心・安全で快適な施設環境を確保するため、公立保育所の改修工事を行います。
　令和８年度は、平和台保育所のロッカー改修工事を行います。

　子育ての不安感等を緩和し、こどもの健やかな育ちを支援するため、子育て中の方や地
域の親子がいつでも気軽に交流・相談ができる、ひろば型の地域子育て支援拠点を保育所
以外のより身近な場所に設置します。

　育児の負担軽減を図るため、ひとり親家庭及び就学前のこども３人以上又は多胎児を養
育している世帯に対し、ファミリーサポートセンターの援助活動の利用料の一部を助成し
ます。

　「すべてのこども・若者の育ちや子育てを地域全体で支え　こどもの権利を保障するた
めの取組を進め　こどもにやさしいまちづくり」の実現を目指し、流山市こども計画を推
進します。
　令和８年度は、こどもの権利について意識醸成を行うため、「こども・若者の意見表
明・参加に関する手引き」を活用した職員向け研修会の開催やこども会議、若者まちづく
りプロジェクトを実施します。

　幼児教育の機会を確保するため、私立幼稚園に通う３歳から５歳児のこどもの保育料等
について無償化します。
　また、特別な支援が必要なこどもの受け皿を確保するため、当該こどもを受け入れる私
立幼稚園に対して職員の加配や環境整備等を行うための費用の一部を補助します。

　新たに「こども家庭センター」を設置し、引き続き妊産婦が安心して出産・子育てを行
うため、母子健康手帳交付時面談や、これまで母子健康教育相談指導事業で行っていた、
乳児家庭全戸訪問及び新生児訪問、育児支援等サービス事業における育児支援や家事支援
のサービスを提供するなど、保健指導と相談支援を実施し、妊娠期から出産・子育てまで
切れ目のない支援を行います。

18/24



予算
説明書

前倒し
会計
区分

新継
区分

事業の内容

P194 - 一般 継続

保育課

P194 - 一般 継続

保育課

P220 - 一般 継続

教育総務課

P224 - 一般 継続

教育総務課

P209 - 一般 継続

こども家庭センター

P200 - 一般 継続

こども家庭センター

P209 - 一般 継続

こども家庭センター

P446 - 一般 継続

文化芸術・生涯学習課

P388 - 一般 拡充

指導課

青少年相談事業

総合的な学習の時間推進事業

ひとり親家庭等生活向上事業

要保護児童対策事業

こどものための養育費確保等支援事業

事業の名称

私立保育所等運営補助事業

私立保育所整備補助事業

学童保育運営事業

学童クラブ施設整備事業

　保育サービスの拡大及び質の向上を図るため、私立保育所等を設置経営する社会福祉法
人等に対し、私立保育所等の運営に要する経費の一部を補助します。

　保育サービスの拡大及び質の向上を図るため、私立保育所等を整備する経費の一部を補
助します。
　令和８年度は、既存施設の改修工事や北部、中部及び東部地域における新設に係る整備
の補助を行います。

　離婚前後の生活や子育てに関する負担の軽減を図るため、公正証書作成費用や裁判外紛
争解決手続（ＡＤＲ）に係る費用の一部を補助します。
　令和８年度から、養育費等確保に係る弁護士相談を行います。

　青少年の健全育成と非行防止を図るため、青少年やその保護者が一人で悩むことがない
よう、青少年専門相談員による電話及び相談室での相談を行います。

　これからの社会を生き抜くためには、こども達が自分自身で考え、課題に取り組む姿勢
が不可欠であるため、「総合的な学習の時間」等で、教科横断的な学習や探求的な学習・
体験学習を通して、自己の生き方を考える力の育成を図ります。

　就労等の理由により、放課後、家庭内で保育の困難な小学校児童の健全育成を図るた
め、放課後の遊びや生活の場を提供します。

　児童数の増加に対応するため、令和９年度の供用開始を目指し、学童クラブの施設整備
を行います。
　また、安心・安全な保育環境を確保するため、改修工事を行います。
　学童クラブ増設工事（おおぐろの森小学校区）
　屋根等改修工事（南流山小学校区第１あすなろ学童クラブ）等
  【関連事業：おおぐろの森小学校校舎増築事業】

　こどもの貧困の連鎖を防止するため、生活困窮者世帯の全ての中学生が学習塾へ通える
よう支援します。
　また、夏期講習及び冬期講習についても支援します。

　要保護児童等の早期発見や適切な保護を図るため、児童相談所や警察、医療機関などの
関係機関との情報共有と連携を強化し、こどもや家庭に迅速・適切なサポートを行いま
す。
　新たにこども家庭センターを設置し、母子保健機能と児童福祉機能のさらなる連携強化
を図り、包括的、継続的な支援を行います。
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予算
説明書

前倒し
会計
区分

新継
区分

事業の内容

P388 - 一般 継続

指導課

P389 - 一般 拡充

指導課

P384 - 一般 拡充

指導課

P393 ○ 一般 継続

指導課

P402 ○ 一般 継続

学校施設課

P410 ○ 一般 継続

学校施設課

P401 ○ 一般 継続

学校施設課

P409 ○ 一般 継続

学校施設課

幼児教育支援センター運営事業

地域による学校支援事業

学校図書館教育推進事業

ＩＣＴ学習空間整備事業

小学校設備改修事業

中学校設備改修事業

小学校校舎等改修事業

事業の名称

中学校校舎等改修事業

　各小学校区で「幼保小連携の日」及び見学会を開催するなど、架け橋期のカリキュラム
作成にむけた取組を推進していきます。
　また、研究会を実施したり、幼児教育アドバイザーを園や学校に派遣するなど、教育・
保育の質の向上を推進していきます。
　さらに、未就学児の保護者に対して、子育てに関する相談や特別な配慮を要するこども
の就園に関する相談を実施していく等、幼児教育支援センターの機能を拡充します。

　学校支援コーディネーターや学校サポートボランティアとの連携を図り、地域の力を学
校の教育活動に生かすとともに、地域全体でこどもたちの成長を支える仕組みであるコ
ミュニティ・スクールの充実を図ります。
　また、市内小学生が地域において、安全、安心な場所で、健やかに心身が育まれるよ
う、流山市夏休みこども教室を実施することにより、こどもの居場所を創設し、子育て支
援を促進します。

　児童生徒の読書活動及び図書館教育を推進するため、学校図書館司書の配置や図書及び
図書館備品を整備します。
　また、図書購入と図書備品の拡充を図るとともに、図書に親しむ機会を保障するため、
大規模校を中心に電子書籍を導入します。

　「教育ＤＸの推進・デジタル人材の育成」と「ＩＣＴ環境の整備」を重点目標として、
児童生徒の１人１台端末を全台更新し、情報モラル教育やプログラミング教育などを通し
て情報活用能力の育成に取り組みます。
　また、教員の指導力向上を図るため各校の優れたＩＣＴ活用実践を共有するとともに、
紙の帳票を電子化し、学校における働き方改革を推進し、運営体制の充実を図ります。
　さらに、電子黒板整備やネットワーク機器の更新を行い、ＩＣＴ環境の充実を図りま
す。

　安心・安全な教育環境を確保するため、小学校設備の改修工事を行います。
　令和８年度は、新川小学校等で高圧ケーブルの改修工事や西初石小学校等で埋設給水管
の改修工事等を行います。

　安心・安全な教育環境を確保するため、中学校設備の改修工事を行います。
　令和８年度は、東部中学校で消火ポンプ、放送設備、高圧ケーブル、埋設管の改修工事
や常盤松中学校で受水槽の改修工事を行います。

　安心・安全な教育環境を確保するため、小学校校舎の改修工事を行います。
　令和８年度は、流山小学校や八木南小学校等で教室ロッカー床の改修工事や流山北小学
校でエレベーター増築及びバリアフリー化工事、東深井小学校や八木南小学校で遊具の更
新工事等を行います。

　安心・安全な教育環境を確保するため、中学校校舎の改修工事を行います。
　令和８年度は、南部中学校や常盤松中学校等で教室ロッカー床の改修工事や八木中学校
でエレベーター増築工事、東部中学校で外壁の改修工事等を行います。
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予算
説明書

前倒し
会計
区分

新継
区分

事業の内容

P461 - 一般 継続

学校施設課

P403 - 一般 継続

学校施設課

P402 ○ 一般 継続

学校施設課

P394 - 一般 拡充

指導課

P395 - 一般 拡充

指導課

事業の名称

給食室等改修事業

おおぐろの森小学校校舎増築事業

小学校校舎等リニューアル事業

不登校児童生徒支援事業

いじめ等防止対策推進事業

　安心・安全な教育環境を確保するため、小学校のリニューアル工事（※）を行います。
令和９年度の供用開始を目指して着手中の江戸川台小学校、令和８年度よりエレベーター
棟増築に着手する東小学校に加えて、流山小学校のリニューアル設計に取り掛かります。
　令和８年度　　リニューアル工事、備品整備　等（江戸川台小、東小）
　　　　　　　　リニューアル設計（東小、流山小）
　令和９年度　　リニューアル工事　備品整備　等（東小、流山小）
　　　　　　　　リニューアル設計（東小、流山小）
　令和１０年度　リニューアル工事、備品整備　等（東小、流山小）
　　　　　　　　リニューアル設計（流山小）
※　既存校舎の躯体を活かしつつ学校全体を改修すること。

　不登校の児童生徒の居場所の拡充や社会的自立を支援するため、バーチャル空間を活用
した支援者との交流、児童生徒及び保護者が抱える悩みに対するスクールカウンセラーに
よるカウンセリング等を実施するほか、児童生徒の希望に応じて、リアルの場において、
他者との交流を通じた体験学習や音楽・ダンスを取り入れたワークショップ体験を行う場
を整備します。
　また、フリースクール等を利用する家庭へ当該施設を利用するために要する経費に対し
て補助を行います。

　いじめ、不登校、児童虐待等の課題を解決するため、児童生徒の生活環境への働きかけ
を行うスクールソーシャルワーカーや児童生徒及び保護者や教職員へ助言を行う生徒指導
アドバイザーを配置するとともに、いじめや不登校などの予防と対策のため、ＷＥＢＱＵ
（学級集団アセスメント）検査を行います。
　また、包括的性教育を通じて、生命の尊さを学び、性暴力の根底にある誤った認識や行
動、また性暴力が及ぼす影響などを正しく理解する教育の充実のため、性被害防止授業や
研修を行います。

　安心・安全な調理環境を確保するため、給食施設の改修工事を行います。
　令和８年度は、南流山第二小学校や北部中学校で給湯器の更新工事を行います。

　おおぐろの森小学校区の児童数の増加に対応するため、令和９年度からの増築校舎の供
用開始を目指し、良好な教育環境を確保します。
　令和８年度　増築工事、工事監理、備品整備　等
　【関連事業：学童クラブ施設整備事業】
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予算
説明書

前倒し
会計
区分

新継
区分

事業の内容

P464 - 一般 継続

学校教育課

P461 - 一般 新規

学校施設課

給食施設整備事業

事業の名称

学校給食公会計化事業

　安心・安全な給食を児童生徒に提供するため、給食施設を整備します。
　令和８年度は、令和１２年度の供用開始を目指して八木南小学校の給食施設新築設計に
取り掛かります。

　学校現場の負担軽減や保護者の利便性向上を図るため、市が学校給食費の一括管理を行
います。
　令和８年度は、食材費高騰から、学校給食の質と量、提供回数を維持するため給食費の
値上げをします。
　ただし、実際の保護者負担額については、小学生分は国の「給食費負担軽減交付金」を
活用し、中学生分は地方創生臨時交付金を活用して、保護者負担の軽減を図ります。
　なお、第３子以降学校給食費無償化については、県制度の変更により中学生のみ継続し
て行います。
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　計画を推進するために

予算
説明書

前倒し
会計
区分

新継
区分

事業の内容

P137 - 一般 継続

税制課

P102 - 一般 継続

財産活用課

P85 - 一般 継続

人材育成課

P82 - 一般 継続

総務課

P96 - 一般 継続

秘書広報課

P94 - 一般 継続

秘書広報課

P81 - 一般 継続

情報政策・改革改善課

P79 - 一般 継続

情報政策・改革改善課

市税等納付コールセンター事業

ファシリティマネジメント事務管理事業

職員研修事業

政策法務推進事業

広聴活動事業

広報発行事業

市民向け電子化事業

全庁ＬＡＮ整備事業

事業の名称

　現年度課税の滞納整理を強化し、収納率の向上、収納額の増加及び累積滞納の防止によ
り、安定した財源確保を図るため、現年度課税分に特化し電話等による催告業務を民間委
託します。

　各種ＦＭ施策を実施することで、市全体の資産の質を向上させ、最適化を図るととも
に、長寿命化を図るため、施設の改修等営繕に関する設計・監督を行います。

　市民の利便性向上を図るため、自宅のパソコンやスマートフォン等から情報取得や各種
申請・届出ができる環境を整備します。
　また、流山市ＬＩＮＥ公式アカウントを活用し、利用者が希望する行政情報を受信でき
るよう、情報配信を行います。

　業務の効率化・迅速化を図るため、職員用パソコン等の情報機器や各種システム、ネッ
トワーク環境の整備及び情報セキュリティ対策を行います。
　また、生成ＡＩやチャットツール等を活用し、事務処理の効率化と市民からの問い合わ
せ対応や各種申請手続の利便性向上を図り、職員がより付加価値の高い業務に注力できる
体制を構築します。

　職員一人ひとりの資質の向上や専門知識の習得を図るため、担当部門や勤続年数に応じ
た研修を実施します。
　また、組織外からの知識や情報を組織内に吸収し、組織としての創造性を高める効果的
な方策として政策自主研修を行う職員に研修に要する経費の一部を助成し、意欲のある職
員を育成します。

　政策法務推進計画に従い、職員の政策法務能力向上のため、政策法務研修計画に基づく
研修の実施等の人材の育成、政策法務主任の設置等の組織の充実、法令・判例の解説等の
入手を容易にする環境の整備及び行政リーガル・ドック事業等の予防法務の実施により政
策法務を推進します。

　市民の声を直接伺うため、書簡や電子メールにより市民の意見等を幅広く収集するほ
か、定期的にタウンミーティングを開催します。
　頂戴した意見等については、所管課に情報共有し、必要に応じ市政へ反映させます。

　市のサービスやイベントなどをより早く分かりやすく市民へ周知するため、広報ながれ
やまを月３回、年３７回（うち年１回は事業特集号、年４回は特集号）発行します。広報
ながれやまは新聞折り込みやポスティング等で配布するほか、ＳＮＳでも配信します。
　また、市ホームページへの掲載、市ＬＩＮＥ公式アカウント、メール配信のほか、ス
マートフォンアプリ等を活用した情報サイトへの掲載に加え、テレビや新聞などのマスメ
ディアを通じて市の情報を幅広く発信します。
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予算
説明書

前倒し
会計
区分

新継
区分

事業の内容

P73 - 一般 継続

議会事務局

P94 - 一般 新規

総務課

P112 - 一般 継続

マーケティング課

P112 - 一般 継続

マーケティング課

P77 - 一般 新規

秘書広報課

流山市ブランド確立と住民誘致の推進事業

流山市ふるさと納税事業

市制施行６０周年記念式典等実施事業

議会ＩＣＴ推進事業

文書保管倉庫整備事業

事業の名称

　地域資源を活用し、地域経済活性化のため、地元の返礼品提供業者及び返礼品の増加を
図るとともに、寄附額の増加に取り組みます。

　令和９年１月１日に市制施行６０周年を迎えることから、本市に対する市民の理解を深
めるとともに、本市の魅力を市外へ発信するため、記念式典を開催します。

　より分かりやすく、市民に開かれた市議会を目指すため、流山市議会ＩＣＴ推進基本計
画に基づき、市議会ホームページの充実とセキュリティの向上を図り、オープンデータの
活用を継続します。

　公文書を一元的に管理、保管し、保存文書の増加に対応するため、文書保管倉庫の老朽
化した電動書架と固定棚を撤去し、新たに電動書架を設置する工事を行います。

　住む、働く、楽しむが叶う「住み続ける価値の高いまち」の都市ブランド確立のため、
流山ブランディングプランに基づき、継続的な流山市への認知と体験により、流山市との
タッチポイント（接点）を増やす取組を行います。
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